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トランプ税制改革下における米国CFC税制
～立法論的示唆と米国におけるタックスプランニング～
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I はじめに

2017年 12月 22日 ,米国においてトランプ大統

領の署名によりTax cuts and」obs Act(以下,

「TCJA」 という。)が成立し,ほ ぼ大半の条項

が2018年 1月 1日 から施行された。TC」Aの主

たる目的は,米国外にある米国企業に関係する

資産を米国内に還流させ,米国内の雇用創出を

図る点にある。そのネーミングから感じられる

通り,米国連邦法人税率を210/0に することによ

り,米国をTaxを 考慮した上で魅力的な投資

先とし,それにより米国内の雇用を促進させる

ことを意図している。具体的には,米国会社が

発行済株式を議決権又は価値ベースで100/O以

上保有している米国タト会社からの配当について,

原則米国会社1の 課税所得から控除する制度2

(以 下,「 ll己 当所得控除」又は "Dividend Rc―

ce市ed Deducdon(DRD)"と 略す。)を導入 し

たことに加 え,米国外 に蓄積 されてきた利益 を

今 まで以上に米国の税金 として補捉するために ,

従 来の CFC税制 に加 えて,Global lntangible

Low―Tax lncOme(以 下,「 GILT13」 と略す。)や ,

TranSion Tax4を 導入した。つまり,米国内

への資金の還流について税制上優遇するととも
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に,米国企業が米国外に利益を温存しておくこ

と自体を制限する方針とした。Tc」Aは直ちに

発効され,2018年 1月 には米国に本社をi登 く

Apple社が今後 5年間で3500億米 ドルを米国に

還流し,20,000人 の雇用を創出すると報道され

た5。 日本では,米国が, 自国の国際租税シス

テムを World Wide lncome主義からTerrito―

nal主義に変更したと報じられ6,米国でもその

ように言われているが,そ れは,米国の課税

Baseを 限定ないしは減少させることを意味せ

ず,む しろ,米国外資産への課税強化及び米国

内への資金の還流による雇用創出及びそれに伴

う税収の増加を見越していることに注意が必要

である。

他方で, 日本は,2009年の税制改正において

日本企業が海外に有する利益の還流を目的とし

て,タト
『

1子会社益金不算入制度を導入しており,

その目的自体は今回のTCJAと 軌を―にする。

しかしながら,TC」Aと 異なり,2009年以後,

日本は既存の CFC税制に加えて,米国のよう

に海外資産への課税の強化措置を採らなかった。

このことが原因か, 日本国内にそもそも投資機

会が存在しないからか原因は不明であるが, 日

本の場合には2009年以後, 日本企業の外国子会

社からの受取配当額が増加したという見解7が
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発表されたが,増加の幅もそれほど大きくなく,

2009年以後,設研i投資や扉用創出が莫大に増え

たという統計は存在していない。

米国の上記税制措置が,米国が既に締結して

いる他国との租税条約違反であるという議論は

今のところない。というのも,米国では憲法上,

条約と連邦法においては後法が優先するため,

TC」 Aと それ以前に締結された租税条約では

TCJAの効力が優先するためである。また,米
国 CFC税制が違法な域外適用であるという議

論も今のところ散見されない。というのも,米
国CFC税制の下では,米国外子会社に蓄積さ

れたearnings and prOits8(以下,“E&P"と い

う)が米国株主に配当されたと擬制し,当該配

当に対して課税しているという法的構成を採っ

ているため,米国外子会社自体は米国の連邦法

上の税制には服していないと建前上されている

ためである。

本稿では,以上の状況を前提 として,米国

CFC税制及びそれに付随する制度を,事例を

用いながら概観する。その中で,かかる税制の

複雑 さ,TC」Aで 追加 された新制度 (FDII,

GILTI,株式保有関係についての Downstream

Attibution等)が米国CFC税制に及ぼす意義

及び効果を述べ, さらに, 日本の外国子会社合

算税制との比較も織り交ぜる。それにより,理
論面としては立法論の在り方,実務面では,米
国グループ会社の傘下にある日本企業, または

米国グループ会社の株式を一定程度保有してお

り,米国税制のインパクトを受ける日本株主に

対して,米国CFC税制が及ぼす租税インパク

トを説明し,米国グループ会社が取ってきた

タックスプランニングについても概観する。

なお,本論文においては,米国の内国歳入法

典 (Internal Revenue Code,or“ IRC閂) ゃ

Treasury Reguladonの 定義規定は英語のまま

用いることとする。というのも,訳に相当する

日本語を充てた場合, 日本語の響きから誤解が

生じる可能性があり, また,日本語訳を付すこ

とで英語の語感が損なわれることを防ぐためで

ある。

Ⅱ 米国内外の Entityの 分類 (Check‐

the‐box)

1 前置き

米国 CFC税制に入る前に,米国には Entity

ClassiicatiOnと して独特 な制度 (い わ ゆ る

Check‐ the‐box)があるので概観する。 という

のも, この Check‐ the‐boxを 用いることで,米
国の CFC税制下において,既存のグループ内

の構成を変えることなく,有効なタックスプラ

ンニングが可能になるからである。

2 制度の概要

米国では,課税の対象となるEndtyの 性質

を,当 該 Entityが Per Se Corporationに 該当

しない限り,複数の選択肢の中から選択できる

という制度がある。Entity Registration Form9

にチェックを付けることで Endtyの 性質を選

択・変更できることから, この制度は Check―

the―boxと 呼ばれている。このプロセスは以下

のとおりである。

(1)Business Entity該 当性

まず,当該 Endtyが Federal Law上 ,Busi_

ness Entityと して認識されるEntityである必

要がある10。 逆にいうと,State Lawで はなく,

Federal Lawが Entityの性質決定を行う上で

参照される必要があるということである11。 ま

た,明確に,trustsは Business Entityか ら除

かれている12。 BuSiness Entityの 具体例として

は,以下のものがあげられる。

・Corporations

・Companies

・」Oint Ventures

・Partnerships

'Agreements(Partnershipと して取 り扱 われ

る可能性があるため )

。Disregarded entity(DRE)

最 後 に 記 載 さ れ た Dζregarded endty

(DRE)と は,税法以外の場面では法人 として



扱われるが,税法の文脈でのみ法人格が存在し

ないものとして (独立の納税義務者とはならな

いという意)扱われるEntityの ことをさす。

日本で言う個人事業主に近い概念であり,子会

社がこの Checkを 付すと内国歳入法典上,支
店として扱われることになる。

(2)Per Se Corporation該 当性

仮に当該 Entityが Business Entityに 該当し

たとしても,Per Se Corporationに 該当した場

合には, Check― the―boxに よって Entity Classi―

dcadonを変えることはできない。Per Se Cor‐

porationは 以下のとおりである。

・ U.S.Corporadon13(InC"Corp中 等 の 文 字 が 末

尾に付 く会社 )

・Treasury Regulation 301.7701- 2(bX8)(i)イこアJ

記されている外国会社 (米国外の主要各国に

お ける Endtyに ついて,最低 で も 1つ の

Per Se Corporationを 列記している。例えば,

日本では,株式会社。 ドイツでは Akdenge‐

sellschaft。 英国及びシンガポールでは Pub―

hc Limited Company等 の会社が列記されて

いる。)

・保険会社及び銀行

・政府系機関や Exemptёd Organttadon(IRC

501)

。REITsや RICs(Regulated investment com‐

pany)

・ Pubhcly traded partnership14

(3)Eligible entities‐ Default Classincation

Per Se Corporation以 タトのEntityは Check‐

thc―boxを利用することができる Eligible Enti‐

tyである。Eligible Entityは Domestic Eligible

Entitiesか それ以外かで以下のように取り扱い

が分かれる。

(3)-l Domestic Eligible Entities

Endtyの ownerが 2以上存在する場合には

Partnership形態が通常であ り,Check‐the‐box

をして Corporationを 選択 しなければ Partner―
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shipと して扱われる。他方で Entityの owner

が 1で あ る坊合 には,Check‐ the―boxを して

Corporationを 選択 しない限 りは,Endtyと し

て は通 常 は Dttregardさ れ る こ とに な る

(DRE)。 つまり,(親)法人の支店扱いになる。

(3)-2 Foreign Eligible Entities

全ての ownerが 有限責任のみを追う場合に

は,Corporationが 通常形態 となる。他方で
,

全ての ownerが有限責任のみを負 うわけでは

ない場合には,ownerの数が 2以上の場合には,

partnershipが,ownerの 数 が 1の 坊合 には

DREが通常となる。

3 注意点

(1)Ownerと は誰を指すのか ?

"owner"と は基本的に equity holderの こと

を指すが,米国では equityと debtの 資本比率

においてdebtの 割合が高いと全体又は一部の

debtが equityと みなされることがあり,その

場合には, debt holderも equity holderと して

みなされ,それゆえに ownerと して扱われる

ことに注意が必要である15。

(2)Limited Or Unlimited Liabilityと はどこま
で勘案するか

通常, Entityの ownerが limited liabitityを

有するか unlimited liabilityを 有するかは,En‐

tityの 性質自体によって決定される。すなわち,

Entity自 イ本 が Lirnited Liability Partnership

(LLP)等であれば,名称 自体か ら,Entityが

第三者に対 して負うhabilityに ついて,そ の

ownerが負うhablityは 自己の出資部分に限定

されている (limited liability)と 見ることにな

る。 しか しなが ら,上 記 LLPに おいて も,

ownerが個人的にEqu■yが第三者に対して負

う債務のGuarantorと なっている場合が存在

し,その場合にかかる個別的な保証契約まで勘

案するならば,Ownerが Entityが負う債務に

ついて unlimited liabilityを 負っているとみる
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ことも可能である。しかしながら,上記のよう

なEntityの性質外の事情によって ownerが

Entityが 負う債務について unlimited liability

を負う場合には,check‐the‐box上のunhmited

habHityと はみなされないと解されている。

(3) Initial classification以夕|の check‐the‐box
の 5年間制限

Check‐ the‐box electionを しない Eligible En‐

tityに つ い て は,通 常 形 態 (Default Endty

Classincation)に 従って取 り扱われる。他方で
,

Check― the―box electionを 行った Eligible Enti‐

tyに ついては,原則,Elecdonの効力発生 日勇

か ら60か 月の間,再 度の Check― the―box elec―

■onに よりEntity classiacationを 変更するこ

とが制限される。なお, この例外としては, 2

度目の Check― the―box elecuonの 効力発生 日が

初回の Check― the―box elecdonの 効力発生 日と

同 日である場合及び二度 日の Check‐ the―box

elecdonの 効力発生 日の ownershipの 500/O超 が,

当初の Check‐ the‐box electiOnの 五lingの 日又

は効力発生 日に Endtyの いかなる interestも

保有していなかった場合には,IRSがその裁量

で Entity ctassiicationの 変更を認めることが

できるという規定がある。

(4)Check‐ the"boxに 伴うみなし組織再編

本項の冒頭に,Check‐the‐boxに よって「既

存のグループ内の構成を変えることなく,有効

なタックスプランニングが可能になる」と述べ

たが, ここでは,check_the― boxに 伴って (つ

まり,Form 8832に チェックをするだけで)生
じ得 る税効果 について記載す る。check‐the‐

box は ForH1 8832の Entity Classincation の

チェ ック欄 にチェックをすることによって,

Entityを Defaultの Entity又 は当初選択 した

Entityか ら別の Entityに変更することを可能

にするのだが,そ の際に,米国内国歳入法典上

の組織再編が行われたとみなされるW。 また組

織 再編 が起 こった もの とみ な され るの は,

Form 8832に 当事者が記載 した check― the―box
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の効力が発生する日の前 日の終了時点であるこ

とにも注意が必要である。具体的に CFC税制

のプランニングでよく見 られる形態は,Corpo―

ration18か らDREへのチェックである。それは,

税法上 COrporadonの 清算に伴う全資産及び負

債の親会社への distribudon(100°/。 親子会社間

である限 り非課税取引)と して取 り扱われる。

もっとも,状況によっては課税取引 (組織再編

取引)と して扱われることがあるので注意が必

要であるЮ。

(5)Check‐ the‐box提出においての署名

Form 8832を 提 出す るに当たっては,Form

8832の提出時の全員のownerか らの署名が必

要 とな る。さ ら に,Check― the―boxの 効 力 を

Form 8832の 提出日以前に遡 らせる場合には,

(遡 る)効力発生 日か ら提出日の間にownerで

あった者からもForm 8832提 出に当たり署名を

取得する必要がある。実務的には,かかるowner

への連絡が付かないことがあり,そ れが理由で

効力発生 日を遡らせたFOrm 8832が提出できな

いという状況に陥ることが散見される。

4 事例

以下 の例 において,各 Entityの Default

Classincationに ついて考察する。

Mcga Corp(US)

Gcrniany

GmbH

Nova Scotia IJnhmitcd

Liお Iliけ Company

1000/0

900/0

100/O



German GmbII の Defauit Classiication は

DREで ある。なぜ な ら,German GmbHは
米国外会社であり,Per se Corporadonと し

て列記されておらず,構成員が無限責任を負

う Entityで あ り,Mega Corpが 唯 ― の

ownerだからである。

Nova Scotia UnhHlited Liability Companyは

米国外会社であり,Per se Corpora■ onでは

ない Entityと して列記されている20。 さらに
,

会社名からownerが無限責任を負う。既述の

通 りGmbHが DREであるため,Nova Scotia

LLCの ownerは Mega Corpだけとなる。以

上 か  ら, Nova Scotia Unlinlited Liability

Companyの Defaultで の Entity Ctassinca‐

tionは DREと なる。

5 日本の類似制度の存在

日本に Check‐the‐boxと 類似する制度は存在

しない。以下で見るように,こ の Check―the―

boxが米FIの Tax Planningに おいて重要な役

割をもたらすことになる。

Ⅲ 米国 CFC税制全体像

1 米国 CFC税制
21の

趣旨及び目的

一般に,議決権又は価値ベース22で米国外会

社の株式を10°/。 以上保有する米国株主 (以 下 ,

「US Shareh01der」 ;Kは 「USSH」 という。)は ,

上記の米国外会社の利益について,それが配当

として還流されるまで米国の課税権に月風さない。

その結果,USSHは米国外会社を設立すること

で,米国外会社に蓄積された pasSve income

を含む所得が米国内で課税所得として認識され

ることを遅らせることができた。CFC税制は

この遅延・線延べを防止する目的で創出された。

2 米国 CFC税制の概要

(1)米国に課税権が存在する法的理由

内国歳入法典に明確に規定されているわけで

はないが,米国子会社が稼得 した Subpart F

Incomeが USSHに配当されたと擬制すること

国際商事法務 Vol.48,No.5⑫ 020 δθ7

で,USSHの所得 として課税するものである。

この点,本稿の冒頭で述べたように,子会社の

所得を日本親会社の所得とみなして課税する日

本の外国子会社合算税制とはその理論構成が異

なる。

(2)米国 CFC税制の全体像

(I)米 国外会社が事業年度のいずれかの時点23

に 永3 ヤヽ て "controlled foreign corporation"

(CFC)に 該当 し,(■ )課税対象 となる株主が ,

米国外会社が CFCで ある事業年度の最終 日に

おいて "US shareholder"で ある場合に,(Ⅲ)米

国外会社の事業年度が終わる日の属する,株主

の事業年度 における課税所得に,(i)CFCの
Subpart F incOmeに 自身の当該 CFCの株式県

有比率を乗 じた額,(1)GILTI Incomeに 自身の

当該 CFCの株式保有比率を乗 じた額,及び徹0

1RC 956に 規定す る CFCに よる US Property

への投資額に当該 CFCの株式保有割合を乗 じ

た額を加えるという処理をする。t→ その後,

IRC 78に 規定す る grOss― up(以 下,"78 Tax
gross―up"と いう。)を行い,USSHの 種類によ

り適用になる税率24を 適用して得られた額に間

援外国税額控除を適用し,USSHの Subpart F

incomeの 額を算定する。今回の論稿では(I)及

引Ⅱ)を 論じ,(m)及 引Ⅳlは ,次 FI以降,主 として

論じる。なお,TC」Aで GILTI税制が導入され,

上記と類似の方法によって課税額が算定される

が,詳細は本連載の終盤で概観する。

(3)TCJAとの整合性

ここで疑問に思うのは,TC」Aの下では,米
国法人であるUSSHが,自 らが保有する米国

外会社から配当を受領する場合には,配当額が

課税所得から控除される制度 (配当所得控除制

度)25が導入されたが,そ れとの整合性がとれ

ているのかという点である。すなわち,既述の

ように米国におけるCFC税制の理論的根拠は

米国外法人からUSSHへ の配当擬制であると

ころ,擬制された配当は上記配当所得控除制度

によって米国の課税対象外となるのではないか



δθ8

という疑問が沸く。しかしながら, この点につ

いて,CFC税制は上記配当所得挫除制度の適

用対象外とされているので,理論的一貫性はさ

ておき,法令上は矛盾が生じてない。

(4)米国 CFCの具体的要件の検討

本稿で述べる米国 CFC税制適用の主たる要

件は,米国外会社の CFC該当性 とUS persOn

の USSH該当性である。

(i)“Contr01led Foreign Corporation(CFC)"

該当性

CFC該 当性は,以下の 2点から判断される。

(I)米 国外で設立されたCorpOrationであること
,

及び(Ⅱ )当 該 Corporaionの 事業年度のいずれか

の日において,議決権又は価値ベースで500/O超

を単独または複数の USSHに ,直接,間接 ,

又は擬制的に保有されていることである。要件

の詳細は以下で検討する。

「議決権ベース」とは

上記の概念のうち,「議決権ベース」で500/O

超を保有されていることについては,実質的に

議決権行使権限を有する者について考える。具

体 的 には,(1)USSHが 米 国外 会社 の board

membersの 過半数を選任,指名,解任するオイl

限を有 している場合,(1)USSHが 米国外会社

の board membersの 半数を選任,指名,解任

す る権限を有 してお り,(a)半 数同士の dead―

lockと なった場合に USSHに 指名 された者が

casting boardを 握っている場合,又は(b)dead_

lock継続中に USSHに よって選任 された者が

米国外会社の governing bodyが通常行使する

権限を行使することがで きる場合,値D USSH

によって選任された者が board of dlectorsに

よって通常行使される権限と同様の稚限を行使

で きる場合, さらに上記 に加 えて,t→仮 に

USSHか ら第三者に VOting Powerが 移転する

ような Arrangementが とられていた場合で

あっても,実際上 USSHに voting powerが維

持 されている場合には,上記の Arrangement
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は無視 される。また,50°/。 超の議決権を有する

者が実質的に過半数の議決オイl`を 行使できないよ

うな Arrangementが とられていた場合には,

名目上の議決権ではなく,当 該 USSHが実質

上の議決権限を行使できるか否かを見て判断す

る26。 上記 に関す る米国の判例 としては,

Framatome Connectors USA,Inc.v.Comrnis―

sionerが ある。

「議決権ベース」に関する裁判例

Framatome Connectors USA,Inc.v.Conl―

■lissioner27

(論点)

CFC認定の500/0超 の voung powerの 認定を

どのように判断するか。

(事条)

米国法人であるBumdy― UoS.は 日本法人であ

るBurndylapanの 500/Oの 株式を保有しており,

Japan l及びJapan 2株主はBurndy」 apanの

それぞれ250/Oの 株式を保有していた。Burndy‐

」apanの 定款では,ほ とんどの会社の行為 (定

款変更,取締役の選任)について, 2/3超の

議決権による同意が必要と定めて言えた。さら

に,Burndy」apanの 株 主 間で締結 され た

Agreementに は,そ の他の会社の行為 (配 当

の支払い,他社の買収等)については,全株主

の同意を必要とする旨の定めがあった。

(結論)

租税裁判所は,上記の事情 (大部分の会社の

行為について, 2/3超 の議決権又は全株主の

同意が必要とされる)を考慮すると,Brendy―

U.Sは Brendy■ apanの 500/O超の株式を議決権

ベースで保有してはいないと判示した。

(意義)

上記の判例の意義は,米国外会社のCFC認

定を議決権ベースで行う坊合には,佃別の事情

を勘案して事実認定を行う旨を判示した点にあ

る。

「間接,又は擬制的に」保有されているとは

本要件は,以下のUSSH該 当性の箇所で詳



述する。

(ii)“ United Stats shareholders"(USSH)該 当性

USSHと イま,(a)united States person(U.S.

person)で あり,(b)直接,間接,又は擬制的に

議決権を有する全ての種類の株式の100/0以 上を

議決権又は価値ベースで保有している者をいう。

なお,左記の「価値ベースで」という文言は

TC」Aに よって追記されたものであり,2017年

12月 31日 以降に開始する米国タト会社の事業年度

かつ,かかる米国外会社の事業年度が終わる日

の属するUSSHの事業年度から効力を有する。

つまり,2017年 12月 31日 の翌日である2018年 1

月 1日 以降に事業年度を開始する米国外法人の

事業年度が終了する日の属するUSSHの 事業

年度であるので,早 くて2018年事業年度の tax

return(確定申告)か ら適用されることになる。

(a)「United States person(U.S.peron)」 と

1よ

United States personと は,米 国 の citizen

又
`ま

resident, domestic partnership, domes‐

tic corporation,foreign estate以 外の estate,

一定の trustを さす。ここで注意すべ きは,米
国内の partnershipも United States personの

定義に入っていることである。米国では part‐

nershipは一部の例外を除いて2場(則 的に pass‐

through endtyと して構成員である partnerが

持分割合に応 じて納税義務を負 う。CFC税制

の文脈では,partnership自 体の gross income

に Subpart F incomeが加算され, Partnership

自体を一つの Entityの ように見立てて課税額

を計算 し,こ の課税額が各 partnerに持分割合

に応じて配賦 されるという形をとる29。

(b)「 間接,又は擬制的に」株式を保有して

いるとは

問接的に保有している

株式を「間接的に」保有しているとは,for―

eign corporation, foreign partnership, or fOr―

eign trust or foreign estateが 米国外会社の株

式を保有 している場合には,それぞれ,上記の

会社の株主,partner,beneaciaryが 米国外会
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社の株式を,その持分害」合に応じて保有してい

るものとみなされる。

擬制的に保有している

株式を「擬制的に」(construcively)保 有し

ているとは,① US personが fOreign entityの

持分を保有している場合にその foreign endty

が保有する米国外会社の持分が US personに

帰属するとされるもの (foreign endtyが cor_

poration形 態の場合には,foreign corporation

の株式を10°/。 以上保有している必要がある30)

税と,②米国会社の500/0以上の株式が foreign

corporadonに保有されている坊合には,米区|

会社が,fordgn cOrporaionが 保有する米国外

会社の株式を保有していると擬制するものに分

けられる。なお,U.S.personが opionを 保有

している場合には,opdon行使前でもoption

を行使した場合に取得することになる株式を保

有しているものと見市文される32。

側 TCJAによる追加

この②の擬制は,TCJAに よって追加され

た33。 これにより,米 国会社 自体 としては,

10°/。 未満の株式しか保有していない米国外会社

であっても,その米国会社の株式を500/0以 上保

有する会社が同米国外会社を保有している場合

には,当該会社の米に1外会社の株式保有比率も

米国会社の米国外会社の株式保有比率としてカ

ウントされることになった。

中切 注意点

以上の間接・擬制的株式保有制度の適用は,

USSHの認定及び米国外会社の CFCの認定の

みで用いられる。裏返せば,かかる制度は米国

外会社の利益をUSSHの Subpart F incomeと

して帰属させる際には用いられないことになる。

さらに,以下の例でみるように,USSHが多数

連なっている場合には,上記間接・擬制的株式

保有制度は,一番最下層のUSSHに ついての

み適用になる。Subpart F incomeが 多重に課

税されることを防ぐためである。
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(V)事例

以下の事例 では, どの Entityが USSHか
,

CFCか について検討する。

(V)-1 複数の会社が縦の資本関係にある事例

US2は Cermanyの 750/O株 式を間接的に保

有 しているので,US2は USSHに 該当 し,

Germanyは CFCに該当する。

US2は UKの600/O株式を間接的に保有して

いるので,US2は USSHに 該 当 し,UKは
CFCに該当する。

US2は Italyの 540/Oを 問接的に保右してい

るので,US2は USSHに該当し,UKは CFC
に該当する。

USは US2の 1000/O株式を保有しているが,

間接株式保有制度・擬制的株式保有制度は適

用にならず,US2,Germany,UK,Italyに
蓄積 された Subpart F incomeは USの 所得

とはみなされない。というのも,間接株式保

有制度は,foreign corporationを 中間法人と

して規定しており,米国法人は中間法人に含

まれないからUS2が問接法人となることはな

く,USが US2を 通じて以下の法人を保有し

ているという構成がとられないためである。
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擬制的株式保有制度についても,間接株式保

有が適用にならない以上適用にならないと解

されている。実質的な理由としてえは,US2
のSubpart F incomeと して補捉されたもの

を再度 USで捕捉すると二重課税が生じるの

で,それを避ける必要があるためである。

(V)-2 複数の会社が異なる持株比率で存在 し

ている事例

(V)-3 擬制的株式保有制度の適用事例

Brazil

U.S

Peru

500/0

910/0

90/0

U.S

US 2

GerrⅥany

UK

italy

1000/0

750/0

800/0

900/0

U.S.

Belgium

Portugal

Italy

100/0

5

300/0

200/0

USは Italyの 株式を直接500/0保 有している。

そのため,USSHと なるが,そ れだけでは

Italyは CFCと はならない。

USは Portugalの 株式を10°/。 保有してお り,

Portugalは Italyの 株式の200/0を 保有 してい

る。そのため,間接保有制度により,USは
Italyの株を 20/0保有 している (10%x20%)。

直接及び問接保有 を合 わせれば,USは
Italyの株式の520/0を 有 してお り,Italyは US
の CFCと なる。他方で,本件では,擬制的

株式保有制度の適用はない。



USは直接的には Peruの株式を 9°/。 しか保

有 していない。そのため,直接的保有関係の

みを勘案するとUSは USSHではなく,Peru

は CFCで もない。

なお,USと Pcruの 間に中間会社は存在 し

ないので,間接保有制度の適用はない。

他方で,Brazilは USの株式の500/Oを 保有 し

ているので,擬制的株式保有制度が適用され,

USが Brazilが 保有 している Peru株 の910/O

を保有しているものとして扱われる。

直接保有と間接保有制度の適用の結果,US
は USSHで あ り,Peruは CFCと なる。

しか しなが ら,Peruに 蓄積 されている

Subpart F incomeの うち 90/0の みが USの
Subpart F income inclusionと して USの 課

税対象所得となる (既述のようにSubpart F

incomeの inclusionに 当たっては,擬制的株

式保有制度は適用にならない)。

(V)-4 US persOnが OptiOnを 保有 している事

例

Option to buy

100/O of China

Share

500/0
500/0

USが Chinaの 500/O株式を保有 しているた

め,USは USSHで ある。他方で,Chinaは
CFCで はない。

しか しなが ら,USは Brazユ に対 して
,

China株式の100/Oを Brazilか ら購入すること

ができるoptionを 有している。

opdon権者は op■onが行使された場合に取

得することができる株式を取得 しているとみ

なされるので,USは ,上記 optionを 保有 し

てい る こ とに よ りBra歩1が保 有 してい る

China株式のうち100/。 を保有 しているものと

見イ故される。
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その結果,USは直接及び擬制的株式保有

制度を通 じて600/0の 株式を保有 していること

になるので,Chinaが CFCと なる。

なお,Chinaに 蔀積されている Subpart F in‐

comeの incluSOnの 際には,擬制的株式保有

制度は考慮 されないため,Chinaの Subpart

F incomeの うち500/Oだ けがUSの課税対象所

得として算入される。

(V)-5 USの株式が株式市場において公開され

ている場合

U.S Public
Shareholder

U.S.Public
Shareholder

U S Public
Shareholder

U.Si

Mexico

US persOnが l st tier(株 主 レベル)と 2

nd der(U.S.)で 重なっているため,前述の

ように, 2 nd tierの Entityに ついてのみ

USSHを判断することになる。

USは MexicOの 1000/O株 主であるので,US
は USSHで あ り,MexicOは CFCで あ る。

U.S.の株主はUSSHにはならない。

(5)Subpart F Incomeの 対象

不当な課税繰延べに該当する所得の類型とし

て Subpart F incomeに 汲み入れられるものと

して,大 きく分けて,①利子,配 当,賃料,

Royalty等のPasSve lncome,② 有形・無形の

物の販売・サービス対価であるBase Company

lncome34,①米国が国交を断絶した国や経済制

裁対象国との取引から得られた所得である

Non―Tax Pohcy‐Based Exception,① 米国への

資金の還流の一形態として捉え得る米国資産又

U.S Brazil

China
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はそれと同種の物への投資である U.S.Proper‐

ty lntestmentが挙げられる。詳細は次 ケ以下

で述べる。

(6)USSHの所得として算入される額

CFCの 株式保有比率 に応 じて上記の Sub―

part F Incomeが USSHの所得として算入され

る。理論構成は,み なし配当である。なお,繰
り返しになるが,上記で述べた擬制的株式保有

制度は,USSH及 び CFCの判定においては用

いられるが,USSHの所得額を算定する場合に

は用いられない。

Ⅳ 日本の外国子会社合算税制の適用基

準

日本では平成29年税制改正以前は,「特定外

国子会社等」に該当するかが外国子会社合算税

制の適用の有無の判断基準だった。つまり,外
国子会社の実効税率が200/。 未満であれば,外国

子会社合算税制の適用から外れた。この200/0は

トリガー税率とも呼ばれていた。平成29年税制

改正後は,以前の意味での トリガー税率は廃止

されたが,制度適用免除基準として租税負担割

合が200/0(場 合によっては300/0)以 上であれば,

制度適用免除とされている。そのため,平成29

年税制改正後 も外国子会社合算税制において
,

200/。 ないし300/Oの 基準は制度の適用の有無を決

めるにあたって重要な意義を持つものと位置づ

けられている。

V 小括

以上,米国 CFCの概要を述べてきたが,概
要だけでも少々複雑であるところ,TC」Aに
よって,従来の CFC税制の適用範囲を拡大し

ようという改正がなされている (USSHの 定義

の適用拡大 (by v』ue),擬制的株式保右制度

の導入,CFCの 30日 要件の廃止等)。 以上の改

正によって,米国を親会社 (又は中間持株会社)

とする企業グループは,グ ループ内における

USSH・ CFC該 当性について再度の見直しを余

儀なくされた。また,既にお気づきかとは思う
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が,当局によるloan(interest)の equtty転換

のリスク,10°/。 以上のvoting powerの 認定に

当たり事実認定を要するなど,弁護士の職務領

域も多分に存在する。次回以降は,CFC税制

の実際の適用について見ていくこととするがそ

こでも,弁護士の活躍の余地があることに気が

付かれることと思う。

〔注〕

1 ここでいう「米国会社」は C Corporadonの み

をさしてお り,S Corporationは 含まない。

2 日本におけるタト国子会社からの受取配当益金不

算入制度と類似 しているが,益金に不算入するの

ではなく,課税所得から控除するという手段をと

る。これは「配当益金不算入」とは必ずしも同じ

ではない。というのも,「課税所得」 (taxable in‐

come)が文脈によって異な り得るか らである。

本稿では,IRC 245Aを 配当所得控除制度と記載

する。

3 米国では,法律用語を問わず様々な AcrOnym

が用 い られ る こ とが多 い。特 に この GILTIにつ

いては,「Gulty」 を想起させるものとして覚え

やすい。Congressや lawmakerがそれを意図し

たのか否かについては,確定的な説は存在しない。

4 これは,辿去に蓄をiさ れてきた米区1子会社の

E&Pに対して,一度きりの税金を課すものであ

るが,本稿では詳細には立ち入らない。

5 2018年 1月 17日 付 The washingtOn Post誌 記

事 を参照。 (httpま〃www.washingtOnpost com/

news/the‐ s、vitch/wp/2018/01/17/apple― to―opcn‐

ne、v‐ u‐ s―campus― pledges‐ to‐ bring‐ 350‐ bi1lon―and―

20000可 obs― to― thc‐ u― s‐within‐ next‐avc_yCars/)

6「 トランプ税制改革」について 財務省主税局

調介 課  日向寺裕芽 子 /琉 団真 弓 (http引 //

www.moigO.jp/public_relations/finance/201802/

201802h.html)

7 田近栄治,布袋正樹,柴田啓子「税制と海外子

会社の利益送金―本社資金需要からみた「2009年

度改正 Jの 分析」 を参照 (httpノ /www esA.go.

jp/ip/archive/bun/bun188/bun188d pdf)

8 内日歳入法典上の概念であるが, 日本の会社法

上の利益剰余金と同様,税法上の配当可能利益を

さすものである。

9 Form 8832を 提出することになる。

10  Treas Reg 301.7701-2

11 なお,Enityの 性質決定を行 うFcdcr』 Law
が State Lawを 参照 している場合があ り,そ の

坊合 は,State Statutc上 の Entityで あって も



Federal Law上の Business Entityと して扱われ

る。 具 体 的 には,Statc Statute上 の jOint― stOck

companyや jOint― stock association は Fedcral

Law上 の Entityで あ り,Pcr sc CorporatiOnで

ある (Treas Reg 301.7701-2(bX3))

12 Treas Reg 3017701-4。  た だ し, 例 外 的 に,

Business trusts(trusts“ not simply arrange―

ments to protcct or conserve the property for

thc beneficiarics― ・, whiCh arc often known as

business or commcrcial trusts,generally are cre―

atcd by thc benciciarics sirnply as a device tO

carry on a profit― making business 、vhich nor―

maly would havc bccn carried on through busi‐

ncss organizations that are classined as corpOra―

tions or partnerships under the lnternal

Rcvcnue Code"See_Treas Rcg 301 7701‐ 4(b))及

び Investment trusts(“ investment trust wll not

bc classificd as a trust if thcrc is a pOwcr under

the trust agreement to vary the investment of

thc ccrtificate hOlders''See.Treas Rcg 301 7701-

4(C》 は上記の "trust"か ら除外 されている。

連邦法上の S COrporadonも 含まれる。

IRC 7704に 規定 され る Partnershipで ,Part―

nershipの 総所得の90%以上が利子,配当,不動

産賃料等の pasSve incomcで構成されている特

定の例外を除き,証券取引所でその Partnership

持分が取引されているものをいう。

IRC 385及びその下位規定の Treas Rcgを参照。

この IRC 385の 下にあるTreasury Rcgulationの

適用に際しての考慮要素は多々あるが, ここでは

詳細には立ち入らない。

この効力発生日は,Form 8832の提出日から75

日以前までの日または同提出日以降12か月以内で

Endtyが 指定 した日をさす。 (IRC 301 7701駅 C)

(1)(iii))

米国の COrpOratc Lawに おいては組織再編 と

はみなされないが,連邦利[税法 (IRC)上 ,組織

再編が起こったとみなされる。

米国上,法人は Company,Inc"COrp,等 と呼ば

れるが,税法上は,こ れらを総称する表現として "

Corporadon"が 使 われ る。 さ らに,Check‐ thc‐

boxの 文脈では IRC上 ,Corporationは "Associa―

don"と 表記される。

内FI歳入法典上,組織再編「の形態には複数のも

のがあるが,本稿では立ち入 らない。

Treas Rcg 301 7701-2(bX4)

米国では,CFC税制が Internal Revenue Code

の "Subpart F"に纏め られているため,CFC税
制の下で USSHの Incomeに includcさ れて米国
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での課税所得となる額を Subpart F Incomeと 呼

撹ド。

この価値ベース (by v』uc)での株式保有割合

は,TC」 Aに よって新たに導入された指標である。

TC」 A施行前は,米国外会社の事業年度のうち

30日 以上継続的に CFCで あること (い わゆる「30

日要件」)が必要とされていたが,TCJAで廃止

された。その理由は,30日 要件を外すために,30
日以内にグループ会社間での株式保有比率を変更

するという行為が発生 したことが考えられる。

TC」 Aが発行した2017年 12月 22日 以降,法人の

場合には一律21%の税率となる。

TRC 245A

Treas Reg 1 957-1(bXl)and(2)

United States Tax Court」 an 16,2002118T.C.

32(T.C.2002)

Publicly traded partnership(IRC 7704(a))1ょ

partncrshipの intcrestが 証券市場で取引 されて

いるか取引されうる】犬態にあるところの partner―

shipを いい,原則 corporaSonと して課税対象と

なる。しかしながら,事業年度における売上(grOss

income)の 90%以上が利子,配当,不動産賃料,

不動産の売却又は処分から生 じる利益,capit』

assetの売却または処分から生じる利益等の場合

には, corporation‐ ぐは′ょ`く, path‐through cnti―

tyと して扱われる (IRC 704(C)and(d》 。

一般に米国では,partnershipは pass‐ through

cntityと して扱 われ るの だが,United States

personの 定義規定にあるように,あ たかも法人

(corporation)の ように見なして partnershipレ

ベルで課税所得及び納税額を算定することがある。

裏 を返せば,partnershipの 構成貝である part‐

nerは United States personで はないということ

である9

1RC 958(bX3)

Fordgn cndtyが 50%超 の米国外会社の持分を

保イ∫している場合には,100%保右 しているもの

とみなされる。IRC 958(bX2)参 照。

IRC 958(b), 318(ax4)

正確に言うと,TC」A施行前は明文により適用

が排除されていたものを,適用づF除条文を repc』

することによって,その適用を復活させた形とな

る。旧 IRC 95駅 4)参照。

Basc Company lncomeが CFC税制の対象 と

なる一つの取引の類型として規定されている理由

として,米睦|で は移 1転価格税制 (Transfcr PAc―

ing)が それほど機能していないと言われている。
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